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2 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

更新
こうしん

、在 留
ざいりゅう

資格
しか く

変更
へんこう

、永 住
えいじゅう

許可
きょか

申請
しんせい

、資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
きょか

、再入国
さいにゅうこく

許可
きょか

、在 留
ざいりゅう

資格
しか く

取得
しゅとく

 

2-8 日本

にほん

で 生

う

まれた 子

こ

どもの 在

ざい

留

りゅう

資

し

格

かく

が ほしいとき（ 在 留

ざいりゅう

資格

しかく

取得

しゅとく

） 

日本
にほん

で 生
う

まれた 外国人
がいこくじん

の 子
こ

どもが 日本
にほん

に 住
す

むためには、在 留
ざいりゅう

資格
しか く

が 必要
ひつよう

です。子
こ

どもが 生
う

まれ

てから 30日
にち

までに ちかくの 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

に たのんで ください。もし その子
こ

どもが 生
う

まれてから 60日
にち

までに 日本
にほん

を 出
で

るときは たのまなくていいです。 

 

必要
ひつよう

なもの どこ いつ お金
かね

 

1 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

取
しゅ

得
とく

許
きょ

可
か

申
しん

請
せい

書
しょ

 

2 出
しゅっ

生
しょう

証
しょう

明
めい

書
しょ

、母
ぼ

子
し

手
て

帳
ちょう

など 

3 お父
とう

さんと お母
かあ

さんの 

パスポートと 在
ざい

留
りゅう

カード 

4 身元
みもと

保証書
ほしょうしょ

 

たのむところ： 

ちかくの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

 

聞
き

くところ： 

ちかくの 入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

 または 外
がい

国
こく

人
じん

在
ざい

留
りゅう

総
そう

合
ごう

インフォメーションセンター（4 を 

みて ください） 

生
う

まれた日
ひ

から 

30日
にち

まで 

お金
かね

は い

りません。 

 

特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

の 子
こ

どもは 生
う

まれた日
ひ

から 60日
にち

までに 市
し

役所
やくしょ

や 区
く

役所
やくしょ

で たのんで ください。 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/part.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/b/04.pdf
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法 務 省

ほうむしょう

 在

ざい

留

りゅう

資

し

格

かく

取

しゅ

得

とく

許

きょ

可

か

申

しん

請

せい

より 

このような紙
かみ

に書
か

きます。 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/part.pdf
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html

